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「指定介護老人福祉施設 同和園」重要事項説明書  

 （特別養護老人ホーム） 

    当施設は介護保険の指定を受けています。 

（指定事業者番号  京都市 第２６７０９００１８８号） 

 

 当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明しま

す。                               
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１．施設経営法人                             

（１）法人名     社会福祉法人 同和園                  

 

（２）法人所在地      京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地          

 

（３）電話番号        ０７５－５７１－００１０ 

 

（４）代表者氏名      理事長  亀谷 英央 

 

（５）設立年月        大正１０年１２月１１日 

 

２．ご利用施設 

 

（１）施設の種類   指定介護老人福祉施設 平成１２年４月１日指定  

                                   （京都府 第２６７０９００１８８号） 

 

（２）施設の目的   当施設は、介護保険法の理念と法令に従い、ご契約者（入居者）

がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営む

ことができるように支援し、ご契約者に、日常生活を営むため

に必要な居室および共用施設等をご利用いただき、介護施設サ

ービスを提供することを目的とします。 

 

（３）施設の運営方針 

 ①別に定める「同和園ケアサポート理念」「同和園ケアサポート大綱」「同和 

園ケアサポート要綱」に常に立ち返り、入居者の意思及び人格を尊重し、常 

に入居者の立場に立って施設サービスを提供するように努めます。 

 ②地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅サービス事業 

者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提 

供する事業者との密接な連携に努めます。     

 

（４）施設の名称  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 同和園 

（５）施設の所在地  京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地 

（６）電話番号      ０７５－５７１－００１０     

    ＦＡＸ番号  ０７５－５７１－０４７３              

（７）施設長（管理者）氏名   竹田 史門  



3 

 

                 

（８）開設年月     昭和４７年２月１日 

 

（９）入所定員        従来型介護老人福祉施設    １２４名 

                     ユニット型介護老人福祉施設   １８０名 

３．施設の概要 

 

 （１）建物の構造     鉄筋コンクリート造 ２階建及び３階建及び５階建 

 （２）建物の延べ床面積      １９，２８７．６９㎡ 

 （３）併設事業 

    当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

〔(介護予防)短期入所生活介護〕 

平成１２年４月１日指定 京都市 2670900188号 定員２４名 

 〔通所介護〕 

平成１２年４月１日指定 京都市 2670900188号 

          （介護保険総合事業介護予防型サービス） 

定員 一般型６５名 

 〔（介護予防）居宅介護支援事業〕 

平成１２年４月１日指定 京都市 2670900188号 

〔訪問介護〕   

平成１３年３月１日指定 京都市 2670900188号 

（介護保険・総合事業（介護型）） 

平成２９年４月１日指定 京都市 26A0900538号 

（総合事業生活支援型） 

京都市 26A0900546号 

（総合事業支え合い型） 

 〔指定特定施設入居者生活介護〕〔指定介護予防特定施設入居者生活介護〕 

平成１８年１０月１日指定  京都府 2670900188号 

〔(介護予防)訪問看護〕 

平成２８年１１月２１日指定 京都市 2660990397号 

 

 （４）施設の周辺環境 

周囲を緑に囲まれて、小高い丘の上に立ち、旧奈良街道と外環状線に挟まれ 

ていて、地下鉄東西線小野駅より徒歩１５分。 
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４．居室の概要 

 

（１）居室等の概要 

 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、個室、２人

部屋、４人部屋です。また、一部４人部屋については、個室的な対応をしています。

 それぞれ入居いただく時の空き状況によってどの居室に入っていただくかが決ま

ります。その時の状況によっては、希望していただくことも可能です。 

   

居室･設備の種類  室    数 備          考 

個室（弐番館） １８０室 ユニット型個室  

個室（壱番館）  

４室 

従来型個室 

２人部屋 ３６室 さつき寮４室、壱番館32室 

４人部屋 １８室 さつき寮10室、壱番館8室 

合  計 ２３９室  

食  堂 ２５ヶ所  

機能訓練室    １ヶ所  

浴    室 １９室 一般浴､機械浴､特殊浴槽 

医 務 室 １室 同和園附属診療所(保険医療機関) 

 

※上記は厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務付け

られている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご

負担いただく費用はありません。（同和園付属診療所を除く） 

 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き

状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況や他の利用

者の状況により、居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族

等と協議のうえ決定するものとします。 

☆居室に関する特記事項：トイレの場所は各フロアー１ヶ所又は、２ヶ所、３カ所あ

ります。  

 

（２）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく施設・設備 

        ・同和園附属診療所 

    ・喫茶売店「倶会一処」 
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５．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を満たしています。 

 

    職   種     人数 

１．施設長（管理者）         １名 

２．介護職員     １０３名以上 

３．生活相談員         ４名以上 

４．看護職員        ７名以上 

５．機能訓練指導員          １名以上 

６．介護支援専門員         ４名以上 

７．医師         １名以上 

８．管理栄養士又は栄養士      １名以上 

 

 職 種 勤  務  体  制 

１．医師 毎週月～土曜日  ９：００～１７：４０（祝日除く） 

２．介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ    ７：００～１６：００ 

   Ａ１   ７：１０～１６：１０ 

      Ａ２   ７：２０～１６：２０ 

   Ａ５   ７：５０～１６：５０ 

   Ｂ    ８：００～１７：００ 

   Ｂ１   ８：１０～１７：１０ 

   Ｂ２   ８：２０～１７：２０ 

Ｂ３   ８：３０～１７：３０ 

Ｂ５   ８：５０～１７：５０ 

   Ｃ     ９：００～１８：００ 

   Ｃ１   ９：１０～１８：１０ 

   Ｃ２   ９：２０～１８：２０ 

   Ｃ３   ９：３０～１８：３０ 

Ｃ５   ９：５０～１８：５０ 

   Ｄ   １０：００～１９：００ 

   Ｄ１  １０：１０～１９：１０ 

   Ｄ２  １０：２０～１９：２０ 

   Ｄ３  １０：３０～１９：３０ 



6 

 

   Ｄ５  １０：５０～１９：５０ 

   Ｅ   １１：００～２０：００ 

   Ｅ１  １１：１０～２０：１０ 

   Ｅ２  １１：２０～２０：２０ 

   Ｅ４  １１：４０～２０：４０ 

   Ｅ５  １１：５０～２０：５０ 

   Ｆ   １２：００～２１：００ 

   Ｆ１  １２：１０～２１：１０ 

   Ｆ２  １２：２０～２１：２０ 

   Ｆ３  １２：３０～２１：３０ 

Ｆ５  １２：５０～２１：５０ 

   Ｇ   １３：００～２２：００ 

   夜勤１ １６：３０～ ９：３０ 

夜勤２ １７：００～１０：００ 

   夜勤３ １７：３０～１０：３０ 

   夜勤４ １７：４０～１０：４０ 

   夜勤５ ２１：１０～ ７：１０ 

   夜勤６  ２１：３０～  ７：３０ 

   夜勤７ ２１：４０～ ７：４０ 

夜勤８ ２１：５０～  ７：３０  

３．生活相談員 

 

早出    ８：３０～１７：３０ 

   日勤   ９：００～１８：００ 

   遅出  １０：００～１９：００ 

４．看護職員 

 

   日勤   ９：００～１８：００ 

   宿直  １４：００～  ９：３０ 

５．機能訓練指導員 

 

   早出    ８：００～１７：００ 

   日勤   ９：００～１８：００ 

６．介護支援専門員 日勤   ９：００～１８：００ 

７．事務員    日勤   ９：００～１８：００ 

８. 栄養士 

 

 

 

      早出１  ７：００～１６：００ 

   日勤１  ８：００～１７：００ 

日勤２  ９：００～１８：００ 

   遅出  １０：００～１９：００ 
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６．当施設が提供するサービスと利用料金 

 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照） 

 以下のサービスについては、利用料金の９割又は８割又は７割が介護保険から給

付されます。 

   ＊平成１２年４月１日以前に入所されている方については、激変緩和措置に 

よる利用者負担率の減額措置があります。 

   ＊一定の条件のもと、高額介護サービス費の認定が受けられます。 

〈サービスの概要〉 

 ①食事 

 ・当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者

の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

  ・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則

としています。 

 （食事提供開始可能時間） 

 朝食： ７：３０～          昼食１２：００～     夕食１７：３０～ 

  ②入浴 

  ・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

  ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することもできます。 

 ③排泄 

  ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④機能訓練 

  ・機能訓練指導員（理学療法士・作業療法士・看護職員）により、ご契約者の心身

等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防

止するための訓練を実施します。 

 ⑤健康管理 

  ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 ⑥その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

  ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

  ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 
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〈サービス利用料金（１ケ月あたり）〉（契約書第６条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食事、居住費の合計金額をお支払い下さい。 

 （サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

利用者負担額（従来型多床室）                （月額３０日の場合） 

1.ご契約者の要介護度 

と施設サービス費  

 

要介護度1 

 

 184,651円 

要介護度2 

 

 206,596円 

要介護度3 

 

 229,482円 

要介護度4 

 

 251,427円 

要介護度5 

 

  273,058円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.うち､介護保険から 

 給付される金額 

 

 166,185円 

 

 185,936円 

 

 206,533円 

 

 226,284円 

 

  245,752円 

3.サービス利用に係る 

自己負担額(1－2） 

 

 18,466円 

 

   20,660円 

 

  22,949円 

 

  25,143円 

 

   27,306円 

4.食費（1日1445円）             ４３，３５０円 

5.居住費（1日915円） 

令和6年7月まで 

（1日855円） 

               ２７，４５０円 

 

（２５，６５０円） 

6.自己負担額合計 

 （3+4+5) 

令和6年7月まで 

 

 89,266円 

(87,466円) 

 

  91,460円 

(89,660円) 

 

93,749円 

(91,949円) 

 

 95,943円 

(94,143円) 

 

98,106円 

(96,306円) 

 

利用者負担額（従来型個室）                 （月額３０日の場合） 

1.ご契約者の要介護度 

 と施設サービス費  

 

要介護度1 

 

 184,651円 

要介護度2 

 

  206,596円 

要介護度3 

 

 229,482円 

要介護度4 

 

 251,427円 

要介護度5 

 

 273,058円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.うち､介護保険から 

  給付される金額 

 

 166,185円 

 

  185,936円 

 

 206,533円 

 

 226,284円 

 

245,752円 

3.サービス利用に係る 

 自己負担額(1－2） 

 

  18,466円 

 

   20,660円 

 

  22,949円 

 

 25,143円 

 

 27,306円 

4.食費 （1日1445円） ４３，３５０円 

5.居住費(1日1,231円) 

令和6年7月まで 

（1日1,171円） 

３６，９３０円 

 

３５，１３０円 

6.自己負担額合計 

 （3+4+5） 

令和6年7月まで 

 

98,746円 

 (96,946円) 

 

 100,940円 

(99,140円) 

 

103,229円 

(101,429円) 

 

105,423円 

(103,623円) 

 

107,586円 

(105,786円) 
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  利用者負担額（ユニット型個室） 

1.ご契約者の要介後

度と施設サービス

費  

要介護度1 

 

210,045円 

要介護度2 

 

231,990円 

要介護度3 

 

255,502円 

要介護度4 

 

277,761円 

要介護度5 

 

299,392円 

2.うち､介護保険から 

   給付される金額 

 

189,040円 

 

208,791円 

 

229,951円 

  

249,984円 

 

269,452円 

3.サービス利用に係る 

  自己負担額(1－2） 

  

21,005円 

 

23,199円 

 

25,551円 

 

27,777円 

 

29,940円 

4.食費 （1日1445円） ４３，３５０円 

5.居住費（１日3,000円） 

(補足的給付対象者)（１日2,066円） 

令和6年7月まで 

(補足的給付対象者)（１日2,006円） 

９０，０００円 

（６１，９８０円） 

 

（６０，１８０円） 

6.自己負担額合計 

 （3+4+5） 

（補足的給付対象者） 

令和6年7月まで 

（補足的給付対象者） 

 

154,355円 

126,335円 

 

124,535円 

 

156,549円 

128,529円 

 

126,729円 

 

158,901円 

130,881円 

 

129,081円 

 

161,127円 

133,107円 

 

131,307円 

 

163,290円 

135,270円 

 

133,470円 

上記以外にかかる加算費用 

 初期加算                   ３０単位／日  ３２円 

（入居日より30日以内又は30日以上入院され退院された場合(30日を限度)） 

外泊加算                  ２４６単位／日 ２５７円 

（原則６日、月をまたがる場合１２日限度） 

 療養食加算                   ６単位／回   ７円 

 精神科医師加算                 ５単位／日   ６円 

 常勤医師配置加算             ２５単位／日  ２７円 

 栄養マネジメント強化加算         １１単位／日  １２円 

 再入所時栄養連携加算          ２００単位／回 ２０９円 

 看取り介護加算（Ⅰ） 

死亡日            １２８０単位 １，３３９円 

       死亡日前々日、前日        ６８０単位   ７１２円 

       死亡日30日前～４日前      １４４単位   １５１円 

       死亡日45日前～31日前       ７２単位    ７６円 

看取り介護加算（Ⅱ） 

死亡日            １５８０単位 １，６５４円 

       死亡日前々日、前日        ７８０単位   ８１７円 
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       死亡日３０日前～４日前     １４４単位   １５１円 

       死亡日４５日前～３１日前     ７２単位    ７６円 

 在宅・入所相互利用加算    ４０単位／日  ４２円 

 安全対策体制加算            ２０単位（入居日のみ ２１円） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）         ４０単位／月  ４２円 

 科学的介護推進体制加算（Ⅱ）         ５０単位／月  ５３円 

 自立支援促進加算              ２８０単位／月 ２９３円 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）            ３０単位／月  ３２円 

 ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）            ６０単位／月  ６３円 

経口移行加算                 ２８単位／日  ３０円 

  経口維持加算（Ⅰ）             ４００単位／月 ４１８円 

 経口維持加算（Ⅱ）             １００単位／日 １０５円 

  退所前訪問相談援助加算           ４６０単位   ４８１円 

 退所後訪問相談援助加算           ４６０単位   ４８１円 

 退所時相談援助加算             ４００単位   ４１８円 

  退所前連携加算               ５００単位   ５２４円 

  退所時栄養情報連携加算            ７０単位／回  ７４円 

退所時情報提供加算             ２５０単位／回 ２６２円 

配置医師緊急時対応加算 通常の勤務時間外の場合３２５単位／回３４０円 

（早朝・夜間及び深夜除く） 

早朝・夜間の場合  ６５０単位／回 ６８１円 

             深夜の場合 １３００単位／回  １，３６０円 

看護体制加算（Ⅰ）ロ              ４単位／日   ５円 

 看護体制加算（Ⅱ）ロ              ８単位／日   ９円 

 協力医療機関連携加算 

 ・相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合 

（令和７年度から） ５０単位／月  ５３円 

              （令和６年度のみ）１００単位／月 １０５円 

 ・上記以外の協力医療機関と連携している場合   ５単位／月   ６円 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）            １２単位／日  １３円 

 個別機能訓練加算（Ⅱ）             ２０単位／月  ２１円 

 個別機能訓練加算（Ⅲ）             ２０単位／月  ２１円 

 生活機能向上連携加算（Ⅰ）      １００単位／３ヶ月 １０５円 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ）       １００単位／月  １０５円 

 排泄支援加算（Ⅰ）             １０単位／月  １１円 

 排泄支援加算（Ⅱ）             １５単位／月  １６円 



11 

 

 排泄支援加算（Ⅲ）             ２０単位／月  ２１円 

 排泄支援加算（Ⅳ）            １００単位／月 １０５円 

 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）          ３単位／月   ４円 

 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）         １３単位／月  １４円 

 褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）  １０単位／月  １１円（３ヵ月に１回） 

 若年性認知症入所者受入加算         １２０単位／日 １２６円 

 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）        １５０単位／月 １５７円 

 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）        １２０単位／月 １２６円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ            １３単位／日  １４円 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ            １８単位／日  １９円 

 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ            １６単位／日  １７円 

 夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ            ２１単位／日  ２２円 

 日常生活継続支援加算（従来型）         ３６単位／日  ３８円 

         （ユニット型）         ４６単位／日  ４８円 

 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）         １００単位／月 １０５円 

 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）          １０単位／月  １１円 

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）         ２２単位／日  ２３円 

  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）         １８単位／日  １９円 

 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）          ６単位／日   ７円 

 ※各サービス提供体制加算は日常生活継続支援加算を算定した場合は算定しない。 

 準ユニットケア加算               ５単位／日   ６円 

 口腔衛生管理加算（Ⅰ）             ９０単位／月  ９４円 

 口腔衛生管理加算（Ⅱ）            １１０単位／月 １１５円 

 在宅復帰支援機能加算             １０単位／日  １１円 

 認知症行動・心理症状緊急対応加算      ２００単位／日 ２０９円 

（入所後７日を限度） 

特別通院送迎加算              ５９４単位／月 ６２１円 

（透析送迎月１２回以上行った場合） 

 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅰ）      １０単位／月  １１円 

 高齢者施設等感染症対策向上加算（Ⅱ）       ５単位／月   ６円 

 新興感染症等施設療養費           ２４０単位／日 ２５１円 

                        （連続する５日を限度） 

在宅サービスを利用したときの費用      ５６０単位／日 ５８６円 

  外泊をされた場合に当園施設職員（介護支援専門員）が居宅ケアプランを作

成し居宅サービスを使用した場合。（月６日を限度、初日及び最終日は除く） 
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介護職員等処遇改善加算 

令和６年６月以降は、（Ⅰ）から（Ⅳ）の内、いずれかの加算を算定します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の140を乗じ（小数

点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分

の10を乗じた金額（端数切上） 

 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の136を乗じ（小数

点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分

の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の113を乗じ（小数

点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分

の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の90を乗じ（小数 

点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分 

の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ

等支援加算 

令和６年５月までは、以下の加算を全て算定します。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の83を乗じ（小数点

第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分の

10を乗じた金額（端数切上） 

 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

  サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の27を乗じ（小数 

点第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分 

の10を乗じた金額（端数切上） 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

サービスの基本単価数及び各種加算の単位数の合計に1000分の16を乗じ（小数点

第１位を四捨五入）算出された単位数に10.45円を乗じ（端数切捨）更に100分の

10を乗じた金額（端数切上） 
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【利用者負担額２割負担について】 

 契約者の合計所得金額が１６０万円以上で、かつ、「年金収入＋その他の合計

所得金額」が単身世帯で２８０万円以上の方、又は、２人以上の世帯で合計３４

６万円以上の方は、自己負担割合が２割となります。 

 上記の利用者負担額の「サービス利用に係る自己負担額」に記載されている金

額及び各種加算負担額の倍額を利用料金としてご負担頂くこととなります。 

 

【利用者負担額３割負担について】 

 契約者の合計所得金額が２２０万円以上で、かつ、「年金収入＋その他の合計

所得金額」が単身世帯で３４０万円以上の方、又は、２人以上の世帯で合計４６

３万円以上の方は、自己負担割合が３割となります。 

上記の利用者負担額の「サービス利用に係る自己負担額」に記載されている金額

及び各種加算負担額の３倍の額を利用料金としてご負担頂くこととなります。 

【居住費については入院中についてもかかります。但しベッドを他の利用者に 

利用させて頂く場合はこの限りではありません。】  

 

【利用者負担額の減額制度について】 

  ＊施設サービス費の利用者負担額は「高額介護サービス費」、居住費・食費に 

ついては「特定入所者介護サービス費」で所得に応じて負担上限額が決めら 

れる減額制度があります。 

  ＊いずれも関係行政機関に対して申請をしていただく必要があります。 

  ＊なお、補足的給付対象者とは第３段階以下の方が対象となります。 

 

 高額介護サービス費 

 利用者負担段階    上限額 

 第１段階    １５，０００円 

 第２段階    １５，０００円 

 第３段階    ２４，６００円 

 第４段階（課税所得380万円未満）   ４４，４００円 

 第４段階（課税所得380万円～690万円未満）   ９３，０００円 

 第４段階（課税所得690万円以上）   １４０，１００円 
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  特定入所者介護サービス費   （居住費・食費） 

利用者負担段階 ユニット個室 従来型個室 従来型（多床室） 食 費 

  第１段階 ８８０円 ３８０円 ０円 ３００円 

  第２段階 ８８０円 ４８０円 ４３０円 ３９０円 

  第３段階① １，３７０円 ８８０円 ４３０円 ６５０円 

 第３段階② １，３７０円 ８８０円 ４３０円 １，３６０円 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保

険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交

付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者

の負担額を変更します。  

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条、第６条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

① 居住費  ユニット型個室   １日につき ３，０００円 

      （補足的給付対象者） （１日につき ２，０６６円） 

            従来型個室          １日につき １，２３１円 

      従来型（多床室）  １日につき   ９１５円 

② 食費（各部屋共通）   １日につき１，４４５円 

外部からの出前による食事    

利用料金：要した費用の実費   

③理髪・美容 

 【理美容サービス】      

  月に４回、理容師の出張による理髪サービス（整髪、顔剃、洗髪）をご利用いただ

けます。  利用料金：外部業者の利用料金表による。（別紙） 

④レクリエーション、クラブ活動 

 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことが 

できます。 

 利用料金：材料代、交通費等の実費を負担していただきます。 

  ・春、秋のレクリエーション・・・参加費は実費がかります。また、ご家族の

  方もご参加いただけます。その場合の費用も実費がかかります。 

 ・外出時は付き添い者の費用を負担して頂く場合があります。 
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（主なレクリエーション行事予定） 

 １月 

 ２月 

 ３月 

 ４月 

 ５月 

 ７月 

 ８月 

 ９月 

 10月 

 11月 

 12月 

拝賀式、新年会 

節分豆まき 

ひな祭り、春期彼岸法要 

花まつり 

春のレクリエーション 

七夕演芸会 

地蔵盆、盆踊り大会、盆会 

敬老の日模擬店、敬老会、秋期彼岸法要 

秋のレクリエーション 

醍醐子供御輿訪問 

クリスマス会、年忘れ演芸会、餅つき 

    毎月定例行事 

・誕生会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥複写物の交付 

 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を

必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

      １枚につき    １０円 

⑦日常生活品にかかる費用 

  ご契約者の日常生活に要する消耗品等の費用で、ご契約者に負担いただくことが

適当であるものにかかる費用の実費を負担いただきます。 

  ＊おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

⑧管理委任契約に基づく金銭等の管理に関わる費用 

 別に定める管理委任契約に基づく金銭等の管理に関わる費用についての管理

費は次のとおりです。           １ケ月 １，５００円 

⑨居室内の電化製品持ち込み費用 

居室に個人用の電化製品を持ち込む場合、次の通り持ち込み費用がかかりま

す。 

冷蔵庫   １日１品当たり ３０円 

冷蔵庫以外 １日１品当たり ２０円 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合事前に変更する事由について、変更を行う２ケ月前まで

にご説明します。 

⑩医療保険請求できない医療品の実費 

 但し、生活保護受給者等で支払いが困難な場合は施設が独自に減額する事があり

ます。 
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⑪福祉用具の購入及びレンタル 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

  前記（１）の料金は､１ケ月ごとに計算し､ご請求しますので､翌月２０日までに以

下のいずれかの方法でお支払い下さい｡ 

  又、前記（２）にかかる費用については、その都度ご請求しますので、窓口に

てお支払い下さい。（振り込みも可能） 

 ゆうちょ銀行より自動引き落としの場合は翌月２０日に行いますが、引き落

としがされなかった場合は該当月の月末に再引き落としを行います。 

 但し、引落日が土・日・祝日の場合はゆうちょ銀行の翌営業日に引き落とし

を行います。 

 (1ケ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は､利用日数に基づいて計算

した金額とします｡)  

 

ア 窓口での現金支払 

イ ゆうちょ銀行からの自動引き落とし 

ウ 集金代行サービス 

エ 下記指定口座への振り込み 

  ・京都中央信用金庫 醍醐支店  普通預金  ０２９１４２３ 

 （口座名義 社会福祉法人 同和園 特別養護老人ホーム 同和園 

 理事長 亀谷英央） 

  ・郵便貯金総合通帳口座   １４４２０－２３４３１９８１ 

      （口座名義 社会福祉法人  同和園 理事長 亀谷英央） 

 

（４）入居中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診

療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入

院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義

務づけるものでもありません。） 

 
①協力医療機関 
医療機関の名称 
所在地 
ＴＥＬ 

  医仁会武田総合病院 
  京都市伏見区石田森南２８－１ 
  ０７５－５７２－６３３１ 

②協力歯科医療機関 
医療機関の名称 
所在地 
ＴＥＬ 

 医仁会武田総合病院 
  京都市伏見区石田森南２８－１ 
  ０７５－５７２－６３３１ 
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７．施設を退居していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以 

下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮 

にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契 

約者に退居していただくことになります。（契約書第１５条参照） 

① 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合及び

、平成２７年４月１日以降に入居された方で入居後に要介護１又は２と判定さ

れた場合。 

 （平成２７年３月３１日時点で既に入居されている方は要介護１又は２と判定 

されても引き続き利用頂けます） 

 （平成２７年４月１日以降に入居し、入居後に要介護１又は２と判定された場合 

は、在宅サービス等の調整ができ次第、退居となります。 

  但し、在宅復帰が困難と判断された場合で、京都市その他市町村が定める特例 

入居要件に該当し、かつ、施設の入居判定委員会で検討した上で京都市その他 

市町村へ報告を行い、特例入居対象者と認められた場合は引き続きご利用頂け 

ます。） 

②事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により

ホームを閉鎖した場合。 

③施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。 

④ホームが介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合。 

⑤ご契約者から退居の申し出があった場合。（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥事業者から退居の申し出を行った場合。（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの退居の申し出（契約解除）（契約書第16条､参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から退居を申し出ることができます。その

場合には、退居を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

 ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居することができ

ます。 

 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

②施設の運営規程の変更に同意できない場合。 

③ ご契約者が入院された場合。 

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サー

ビスを実施しない場合。 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 
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⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用 

等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認め 

られる場合。 

⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れ 

がある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合(契約解除)(契約書第１７条

参照） 

 以下の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合。 

② ご契約者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく６カ月以上遅延し、料金

を支払うよう催告したにもかかわらず３０日間以内に支払われない場合。 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他

のご利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行う

ことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

④ ご契約者が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もし

くは入院した場合｡ 

⑤ ご契約者が他の介護保険施設に入所した場合。 

 

＊契約者が病院などに入院された場合の対応について＊（契約書第１９条参照） 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りで

す。 

 

 ① ３ケ月以内の入院の場合  

 

 

 

 

 

３ヶ月以内に退院ができる場合は、再び当施設に入居していただくことが出来ま

す。但し、入院時に予定されていた退院日よりも早く退院した場合等で、施設の

受け入体制が整っていないときには、併設されている短期入所生活介護の居室等

をご利用いただく場合があります。 

 

 ② ３ケ月以上の入院が見込まれる場合  

 

 

 

３ケ月以上の入院が見込まれる場合、もしくは入院した場合は、契約を解除する

場合があります。 

この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 
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＊入院中、施設サービス費について、実質負担はありませんが居住費については

かかります。但し他の利用者にベッドを利用した場合はこの限りではありま

せん。 

（３）円滑な退居のための援助（契約書第１８条参照） 

   ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご 

契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必 

要な以下の援助をご契約者に対して速やかに行います。 

＊適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設などの紹介 

＊居宅介護支援事業者の紹介 

＊その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

８．施設利用の留意事項 

  

 当施設のご利用に当たって、施設に入居されている利用者の共同生活の場として

の快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

 

 （１）持ち込みの制限 

   入居に当たり、以下の物は原則として持ち込むことが出来ません。 

・生き物（ペット類） 

 （２）面会 

    面会時間  １０：００～１７：００ 

   ※面会に来られた方は、面会票にお名前等ご記入ください。 

   ※ご面会者は、必ずその都度職員に届け出て下さい。 

   ※なお、ご面会される場合、生ものの持ち込みはご遠慮下さい。また、人によ 

っては、食べ物の制限を受けておられる方もありますので、ご注意くださ 

い。 

 （３）外出、外泊（契約書第２３条参照）   

   外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

 （４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までにお申し出があっ

た場合及び、何らかの事情で食べられない場合には、食費は減免されます。 

   但し、１食毎の減免は基本的にありません。 

 （５）施設・設備の使用上の注意（契約書第１０条、第１１条参照） 

①居室及び共用施設、敷地はその本来の用途に従って利用して下さい。 

②故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備

を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復して
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いただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

③ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認 

められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが 

出来るものとします。 

但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行 

います。 

④当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことは出来ません。 

 （６）喫煙 

   施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

９．身元引受人  

 契約締結にあたり、身元引受人を求めることがあります。 

 入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持金品（残置物）をご契約

者自身、又は、身元引受人が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めて

いただきます。 

（契約書第２２条参照） 

 

 当施設は、「残置物引取人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者または残置物引取人にご負担いた

だきます。  

※入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締結

することは可能です。 

 

10．苦情の受付について（契約書第２５条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    苦情受付窓口  （担当者） 法人本部 佐賀 隆司 

    受付時間  毎週月曜日～土曜日 

                     ９：００～１８：００ 

また、苦情受付ボックスを事務所玄関及び各館玄関に設置しています。 

（２）第三者委員会の設置 

 当施設以外でも苦情の申し立てを受け付けるために、第三者委員会を以下の

ように設置しております。 
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社会福祉法人 勧修福祉会 

特別養護老人ホーム長楽園 施設長 西村 久史 

連絡先 京都市山科区勧修寺仁王堂町１３－３ 

電話 ０７５－５７２－６３１７ 

社会福祉法人同和園監事 尾川税理士事務所長 

尾川 宣之 

連絡先 京都市東山区本町１０－１９７－３ 

電話番号  ０７５－５２５－１９１１ 

 

社会福祉法人同和園監事 大谷大学名誉教授 

            東本願寺青少幼年センター メール相談室 

          佐賀枝 夏文 

連絡先 京都市下京区烏丸通七条上ル 

電話番号  sagaesan@higashihonngannji.r.jp 

 

（３）その他 

 上記以外にも居宅介護支援事業所及び下記等でも苦情を受付ております。 

① 伏見区役所醍醐支所保健福祉センター 

健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保健担当 

電話番号 ０７５－５７１－６４７１ 

② 山科区役所保健福祉センター 

 健康福祉部健康長寿推進課高齢介護保健担当 

電話番号 ０７５－５９２－３２９０ 

③京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 

電話番号 ０７５－２１３－５８７１ 

④国民健康保険団体連合会 

電話番号 ０７５－３５４－９０９０ 

⑤宇治市役所   福祉介護課（介護保険担当） 

    電話番号  ０７７４－２２―３１４１ 

 

上記以外でも、お住まいの区役所（健康長寿推進課）でも受け付けており

ます。 
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11、 第三者評価の実施状況 

（１）実施あり 

（２）実施年月日 令和 ６年 １月２５日 

（３）実施機関  京都市老人福祉協議会 

（４）実施結果開示状況 

   京都介護・福祉サービス第三者評価 

   等支援機構（HP：http://kyoto-hyoka.jp/） 

12、事故発生時の対応について 

 施設内及び施設外における何らかの事故が発生した時には、下記のように速やか

に対応致します。 

①事故発生後直ちに、身元引受人及び連絡先ご家族に事故発生の状況を連絡する。 

②医療機関に受診必要な時は、しかるべき医療機関にしかるべき方法により搬送す 

る。 

③状態が落ち着いた時点で、改めて事実関係と事故原因について、身元引受人及び 

連絡先ご家族に連絡する。 

④損害賠償責任が当施設にある場合は、契約書第五章「損害賠償」に基づき、損害 

賠償を速やかに履行する。 

⑥ 関係行政機関の定めた規定に従い、京都市その他市町村に文書にて報告を行 

います。 
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在宅・入所相互利用事業利用期間内訳 

 

 氏名                

 

 

入所日 

 

退所日 

 

家族確認欄 

 

施設確認欄 
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 指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項、その

他利用料の支払いの説明・本書の交付を行いました。  

 

令和  年  月  日  

 

 指定介護老人福祉施設 同和園 

 

    説明者  職名    

         氏名                印 

 

 私は以下の事項について、説明・交付を受け同意致します。 

 ・本書面に基づいて事業者から重要事項、その他利用料の支払いに関する事項。 

 ・指定介護老人福祉施設サービスの提供開始に関する事項。 

 ・契約者が他のサービス事業者の介護サービスを受けることになった場合、及 

び医療機関に受診・入院する際に、契約者の必要な情報を提供することに関 

する事項。 

  

契約者（利用者） 住所     

         氏名                印 

 

署名代行者    住所     

             氏名                        印 

    契約者との関係 

 

身元引受人   住所 

        氏名               印 

     契約者との関係 

 

法定代理者   住所 

 氏名               印 

 契約者との関係 
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社会福祉法人 同和園 

理事長 亀谷 英央 殿 

個人情報利用同意書 

 

社会福祉法人同和園が保有する私及びその家族に関する個人情報については、

下記の内容の範囲内について、使用されることに同意します。 

 

記 

 

① 適切なサービスを円滑に行うために、情報共有が必要な時。 

（サービス担当者会議等） 

② サービス提供にかかる請求業務などの事務手続きを行う時。 

（利用者の介護請求等） 

③ サービス利用にかかわる管理運営を行う時。   

（事業所内の利用者台帳の作成等） 

④ 医療機関及び関係機関への情報提供が必要な時。 

⑤ご家族及び後見人等への報告が必要な時。 

⑥法令上義務づけされている関係機関からの依頼があった時。 

⑦損害賠償責任等にかかる公的機関への情報提供が必要な時。 

⑧特定の目的のために、その利用目的の範囲内で利用する同意を得た時。 

以上 

 

令和  年  月  日 

 

【契約者】 

住 所                             

氏 名                   印  

      

【署名・法定代理人】 

氏 名                   印      

 

【ご家族】 

氏 名                   印  

氏 名                   印   


